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A Study on Municipal Concernment in Regional

Decentralization

Takahiro HISA

 This paper considers the issue of the decentralization of power that is being implemented in various 

communities in recent years, and the ideal direction to be taken. It has been pointed out that the current 

system was created without a clear purpose, meaning, and a legal location for the decentralization of 

power. Moreover, it seems that residents' concerns have not been taken into account. 

 Decentralization of power in a community involves handing over authority and fiscal resources by the 

administration, and if the community is not active in this process, it becomes meaningless. It might be 

important to hand over fiscal resources to the community first as an inclusive grant, and to give the 

community greater autonomy and power to decide the purpose of expenditure on a project. 

 It is also considered necessary to implement such decentralization under the assumption that such 

community autonomy is a basic step; for example, the system is introduced after residents experience 

the network activity that mutual dialog creates, and understand the necessity and the possibility of such 

decentralization.
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3.地 域分権施策の課題

こうした諸施策の現状における問題点は、以

下のように考えられる。

3-1.地 域協議会の課題

地域分権 をめざして各地で地域協議会の設立

が進められている。関西でも、宝塚市では全小

学校区に 「まちづ くり協議会」が、また枚方市

でも全小学校区で 「コミュニティ協議会」が設

立されている。古 くは、川西市では昭和50年

代か ら全小学校に 「コミュニティ推進協議会」

が、岸和田市では 「地区市民協議会」が置かれ

てきた。ω

こうした地域協議会の位置づけとして、法的

にどのような法令に位置付けられるのかが明確

でない場合 も少な くない。また、法的に位置付

ける場合には、その理由が必要だが、その点に

ついて も整理がで きていない嫌いがある。②と

くに、地域における意思決定機関として位置付

ける場合には、確固たる法的根拠が必要である

し、意思決定の過程が公式に位置付けられるも

のになっていなければならないが、その点につ

いてもあいまいなまま設立されている協議会が

多いのが現状である。
一方、協議会についての地域住民の認識 も共

有されていない。従来、地域には、地域を統括

する組織 として連合 自治会が存在 したし、福祉

分野のネットワーク組織 として校区福祉委員会

が組織 されてきた。これらの既存組織 と地域協

議会の関係が、住民のあいだでも整理 ・共有で

きていないことが多い。これは、行政側が既存

の地域組織 と地域協議会の関係について、法的

根拠や機能について明快に説明できていないこ

とが原因となっていると考えられる。そ もそ

も自治会は名前の とお り地域の自治組織であ

り、これを行政側があれこれ言 う立場にないは

ずで、もし地域組織のあり方について踏み込め

ば、越権行為、内政干渉 ということにもなる。

地域の組織のあり方について検討 し、再構築が

必要 と判断するか否かは、そもそも地域住民が

自主的 ・自発的に取 り組む事項 と考えられる。

('〕昭和44年 の 国民生活 審議 会調査 部会 コ ミュニ

テ ィ問題小委員会報告書 を受けて、旧 自治省 は全国

で 「モデル ・コミュニ ティ政策」 を展開す るが、川

西市 や岸和 田市等 で は この流 れ を受 けて新 たな コ

ミュニ ティ政策 を展開 した。
〔2〕例示 と して示 した

、宝塚市 の 「まちづ くり協 議

会」、枚方市 の 「コミュニ テ ィ協議 会」、 川西市 の

「コミュニテ ィ推進協議会」、岸和田市の 「地区市民

協議会」の うち、条例で位置づ けられてい るの は自

治基 本条例 で の位 置づ けが あ る岸和 田市 のみ であ

る。

3-2.地 域予算制度の課題

地域予算制度は、各地域に一定額の予算 を配

分 し、その使途 を地域において意思決定 しても

らうしくみである。この財源は、従来個々の団

体に出していた補助金 を統括するものや、従来

の補助金 とは別枠で担保するものなどがある。
(3}公金を使用するためには

、公的に位置付けら

れた意思決定システムが必要であり、そのため

の しくみが地域協議会 とい うことになる。当

然、地域協議会における意思決定が法的にも正

当に位置づけられ公正に運用 されることが求め

られる。

ここでの課題は、地域予算の使途内容 を通常

予算の執行 とどのように役割分担するか明確で

ないことが少なくないということである。たと

えば、地域予算で道路補修 を行 うこともある

が、通常予算の中でも道路の維持補修は行われ

てきたわけであり、どのような道路、どのよう

な場合 に、地域予算 を執行す るのか、あるい

は、通常予算 を執行するのか、が不明確なまま

地域に予算執行権が委ねられていることは問題

である。(4}じつは、この点は単なる予算執行面

での問題だけではなく、協働のあり方の根幹に

触れる問題でもある。というのは、行政の責任

で行 うべ き範囲、地域で行 うべ き範囲がどのよ

〔3}福 岡市 の 「活力 あ る まちづ くり支援 事 業補 助

金」 は、各種団体 ごとに9つ の事業補助金 を一本化

し、校区 ごとに組織 された 自治協議会 に交付す るも

のであ る。 また、枚方市の 「地域づ くりデザ イン事

業」 は、地域 づ くりの ため の新 たな提案事 業 に対

し、 コ ミュニテ ィ協 議会 ごとに1回 限 りで最大300

万円の補助金が出 る。 さらに、名古屋市の地域委員

会 は地域予算の使途の決定権 を持つが、予算執行 は

行政が行 う。
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うに位置づけられているのか、が不明確である

から、予算執行面でも混乱を生 じていると捉え

ることができる。

3-3.ま ちづくり計画の課題

地域予算執行の妥当性 を位置付けるために策

定を求められているのが地域 まちづ くり計画で

ある。予算の使途を決定する際に、まちづ くり

計画に位置付 けられていることが必要 となる。

ここでも、こうした手続 きが法的に位置づけら

れ、また、運用 もそのようになされていること

が担保 されなければならない。

しかし、まちづ くり計画にこのような意味合

いを持たせているのか、また、地域住民にその

内容 を明確 に説明 し理解 してもらっているの

か、についてはあい まい さが残 る。(5)さらに、

まちづ くり計画が法的に位置付けられていない

ことも少な くない。地方自治体には地方自治法

第2条 に位置付けられた 「基本構想」の策定と

議会における議決が求められているが、こうし

たしくみに相当する手続 きがまちづ くり計画に

はない。現在、地方自治法の改正によって基本

構想策定の義務規定が外されるようであるが、

こうした場合でも基本構想を地方自治体が独 自

に策定する場合には、条例での位置づけが明確

になされるはずである。

3-4.地 域担当職員制度の課題

地域分権 を推進するためには、行政側の体制

も充実していかなければならないが、それを担

うしくみとして地域担当職員制度を導入する自

治体 も多い。ここでの課題は、地域担当の部署

ないし職員 を、地域 と行政 とのパイプ役 として

正当に位置付け、全職員がそれを正 しく認識

し、地域担当に協力的かどうか、という点であ

る。地域担当の職員が地域 と行政のはざまには

さまって孤軍奮闘している事例 を目の当たりに

することもある。地域からさまざまな意見や要

望 を聴いてきても、それに対応するべ き担当部

署が動いてくれない場合 もあるということであ

る。事業部局から 「どうしてそんな要望 を聴い

てくるんだ」 と言われることもある。また、地

域から上がってくるさまざまな意見 をどのよう

に整理 し、対応が望 ましい担当部署に割 り振 り

つないでい くか、 もたいへんな業務であるが、

これをフォローするしくみが整っていない。

(4〕た とえば
、池 田市の地域 コ ミュニ ティ推 進協 議

会提案事業で は、道路安全対策事業 によるグリー ン

ベ ル ト歩道帯の設置や街路灯強化事業、共同利用施

設改修事業 による トイレ改修 などが提案、実施 され

てい る。
〔5〕た とえば高 知市や宝塚市 では総合計画策 定 とと

もに地域 ごとの コ ミュニテ ィ計画、 まちづ くり計画

を策定 してい るが、マス ター プランであ るがゆ えに

施策の方針や例示 に留 まってお り、年度 ごとに具体

的 に どの ような施 策 を展開 してい くか につ いては、

計画で は明確 になってい ない。

3-5.地 域分権施策における行政の役割の課題

さきほどから何度か法的位置づけの未整備 を

指摘 してきたが、本来、自治基本条例や地域分

権条例の中で、地域分権のしくみを位置付けて

おかなければならないはずである。また、地域

分権 を進める目的そのものが整理できていない

ことも問題である。分権は、その言葉が示す よ

うに、行政が有 していた権限を地域に委譲する

ことであるが、そこに地域 コミュニティの活性

化 も目的 となっていることが少なくない。(6〕明

確に区別するのであれば、分権 と地域 コミュニ

ティの活性化はめざすべ き方向が違 うはずであ

るが、こうした点を渾然一体 として進められる

場合 も多い。行政の役割 としてみれば、分権は

行政 も先導 して進めなければならないものであ

るが、コミュニティの活性化であれば地域住民

が主体的に取 り組む必要があり、それを行政が

支援するという姿勢が求められる。

図一1は 地域活動団体 と行政部局の連携体制

を模式化 したものであるが、図において行政主

体で再編できるのは、行政内部の組織再編 と地

域 と行政の関係性の再編(地 域協議会 と地域マ

ネジメント担当部局の連携)ま でである。地域

〔6}た とえば
、 宝塚市 で は 「まちづ くり協 議会 は、

コミュニテ ィ活動が さらに活発 に、 よ り効果的 に繰

り広 げるための核 になる組織」であ ることをうた っ

てい る。
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響 繁劇
雪鵬1

地域活 行政 地域活 行政
動団体 部局 動団体 部局

図一1地 域 と行政の連携体制の再編

協議会は自治会そのものを再編するものではな

いが、地域における組織のあ り方を行政が先導

してい くことは問題があるのではなかろうか。

コミュニティの活性化が目的であれば行政はあ

くまでも支援に回ることが望 ましいし、地域分

権が目的であれば行政と地域 との関係性の再構

築という意味で地域協議会 を位置付けるべ きで

あろう。

そもそも、地域分権のしくみを構築すること

が、行政にとって どのような意味があ り、 ま

た、地域にとってどのような意味があるかを、

きちんと整理し位置付けてい くことが必要であ

る。けっして行政の論理 を地域に押 し付けては

ならない。根本的には、地域が分権を望んでい

るのかどうかも確認をする必要があろう。

4.ネ ッ トワーク社会に対応 した

地域分権システム

4-1.地 域分権システムのあり方

以上、地域分権にかかる課題 を指摘 してきた

が、では、どのように地域分権システムを構築

していけばいいのだろうか。以下ではその点に

ついて試論 を展開したい。

まず、地域協議会の位置づけでは、行政から

みた場合、地域への一括交付金の渡し先 として

位置づけることがわか りやすいだろう。実体 と

しては連合 自治会であろうと地区福祉委員会で

あろうと構わない。あるいは、新 しい組織を設

立してもらってもよい。とにか く、行政から地

域への交付金の流れを一元化 し、その受け皿と

しての組織 を決めてもらう、それを地域協議会

と呼ばせてもらおうということである。

地域に渡った交付金 を諸団体にどのように配

分 し、使用するのか、はあくまでも地域の自治

に委ねる。一括交付金で起 こることが想定 され

る トラブルとして 「どうしてあの団体に交付金

を渡すのか。私たちの団体には十分な割当額が

回ってこない」 という苦情が行政に寄せ られる

ことがある。しかし、これは地域内部の揉め事

であり、行政が対応するものではないと考えら

れる。地域合意で地域協議会が決められ、予算

配分 も公正に行われるのであれば、こうした ト

ラブルは起 こらないはずである。いわば、地域

の自治力が問われるといえる。

また、まちづ くり計画は、毎年度交付 される

交付金の使途 を中長期的に位置付けるものとし

て捉えられる。交付金 を毎年思いつきで消費す

るのではなく、一定のビジョンを持って使途 を

決めていく際の手がかりとなるのがまちづ くり

計画 ということになる。地域 と行政の関係でい

えば、地域に計画策定義務 を負わすのではな

く、計画的で公正な交付金使用 を行いまちをよ

くしていくためにはビジョンが必要であること

を理解 してもらうことで自主的 ・自発的に計画

策定 を行ってもらうのが望 ましいだろう。

4-2.段 階的な権限移譲

そもそも地域分権の必要性 を地域住民が実感

しているのか、現場で地域支援 を行っている立

場からすれば、認識が十分でないと思 う。そこ

で、まずは地域分権の必要性 を認識 してもらう

しくみをつくり、その先に本格的な地域分権シ

ステムを構築 するという段階的な権限移譲の方

法 も考えられる。

地域にとって地域分権は、限られた予算 を効

果的 ・効率的に使用するために求められるもの

といえるが、そのためには地域活動のネッ ト

ワーク化 も対になる必要がある。 しか し、現

在、地域活動が有機的にネットワーク化 してい

ない。それはネットワーク活動の展開に必要な

姿勢が地域活動 を担 う人々に理解 されていない

ことに原因があると思われる。

う一



地域分権に対する行政の関与のあり方に関する考察

表 一1階 層組織とネットワーク活動の特徴

階層組織 ネ ッ トワ ー ク活 動

中枢性格

他律性 自律性

与えられた目的 目的 ・価 値 の 共 有 ・共 感

集権性 分権性

周辺性格

ク ロー ズ ド/オ ー プ ン性 オ ー プ ン性

メ ンバ ー の 固 定性 メンバーの重複性

効率性 余裕 ・冗長性

出所:朴(2002)p.19表1-3を 基 本 に筆 者 が 若 干 修 正

4-3.階 層組織とネッ トワーク活動

朴は、ネットワーク組織を 「自律的な個々人

が共感している目的や価値 を実現するために緩

やかにつながって協働する組織」だ としてい

る。そして、ネットワーク組織をヒエラルキー

組織 と区分する中枢性格(必 要条件)と して、

表一1に 示すように① 自律性、② 目的 ・価値の

共有 ・共感、③分権性の3つ の要素を挙げてい

る。1)

「自律性」 とは、強制や義務ではな く、個々

人がお互いの価値や個性を尊重 しあいながら、

主体的にコミットメントしているということで

ある。多様な主体が関わると見解や観点の違い

から意見の対立や葛藤 も起 こりうるが、それら

は組織発展や創造性の発揮に活かされ、自己組

織化される原動力 となりうる。また、「目的 ・

価値の共有 ・共感」とは、組織内の誰 もが一定

のビジョンや目的を共有、共感しているという

事である。そして、共有 されたビジョンや目的

を達成する為に、すべての構戒 員が企画し、協

力 しあ う。 さらに、「分権性」 とは、権限が集

中されず、全ての人々に権限が委譲 されるとい

う事である。分権化によって、すべての構成員

がネットワーク全体に対 して責任を負 う。そこ

でのリーダーの役割は、全体 をコントロールす

ることではな く、ネットワークの諸活動を促進

した り、サポー トすることとなる。

地域における組織活動 を見ていると、まさに

階層組織的に動いていると感 じることが多い。

朴が指摘するように、地域組織 も、集権的、他

律的に動いている。役員が意思決定し、決めら

れた目的や方法論を構成員が受け入れるかたち

で活動が展開される。それは効率的にものごと

を進めることにつながる。一方、ネットワーク

の場合には、個々人やそれぞれの団体が持って

いる目的や価値観の違いをぶつけ合い、調整 を

図りながら共感 ・共有できてこそ活動が展開で

きる。それには手間や時間がかかる。それを認

める余裕、冗長性が必要である。こうした姿勢

が地域活動に欠如 しているので、なかなか活動

がネットワーク化 していかない。また、ネット

ワークの場合、話 し合いを通 じて目的や価値の

共有 を図らなければならないので、大人数の議

論はふさわしくない。そのため必然的に分権化

が必要 となる。さらに言えば、ネットワーク活

動の展開のためには、詳細な手法論 まで共有す

ることはたいへんなので、ビジョンや方向性の

共有のようにゆるやかな連携が望 まれる。

5.ま ちづくり井戸端会議を核とした

ネットワーク構築

5-1.ま ちづくり井戸端会議

そもそも地域諸団体は個別にしっかりと活動

を展開してきた。そのためネットワークの必要

性 を感 じていないと思われる。地域福祉委員会

や地域教育協議会のようなネットワークのしく

みが十分に機能しないのは、こうした点に原因

がある。そこで、無理にネットワークを押 し付

けず、ネットワークの妙味 を体感 してもらうし

かけが必要ではないか と考え、筆者 らは10年

ほど前から 「まちづ くり井戸端会議」 を展開し

ている。

主に小学校区を単位 として、月に1回 程度、

定例的に集 まり意見交換 を行 う場 を持ってお

り、自発的な参加 を原則 とする自由な場であ

る。「まちづ くり井戸端会議」「まちづ くりラウ
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ンドテーブル」「まちづ くり交流会」「コミュニ

ティ会議」「「つながりカフェ」、地域 によって

さまざまな呼び方をしているが、筆者が関わっ

ているものだけで30ほ どの事例に増加 した。

「まちづ くり井戸端会議」で は、 まず、集

まった人全員が、自己紹介ないし近況報告を行

う。どんなに人数が多 くとも、まずは全員が一

言ずつしゃべる。従来の会合では、回数を重ね

るにつれ、参加者同士は顔見知 りになるので、

自己紹介 を求めるのは新 しく参加 したメンバー

だけになる。しかし、これが疎外感につながっ

てしまう。いつも参加 しているメンバーにとっ

ては、新 たに加わったメンバーが分かれば参

加者全員の顔が分かることになるが、新たに加

わったメンバーにとってはどんな参加者なのか

が分からないまま、時間を過ごさなければなら

ない。こうした事態 を避けるため、全員が自己

紹介することによって、参加回数の多少に関わ

らず全員が参加者全員の人 とな りを理解でき、

そのことが話 し合いを円滑に進めることにもつ

ながる。

この自己紹介 は、会話の契機づ くりに も役

立っている。話の中から共通の話題が見つかれ

ば、それが コミュニケーションの契機 となる。

井戸端会議が回を重ねて くると、同じ内容ばか

りで自己紹介 をするのは話 している本人も飽 き

てしまう。そんなときは、近況報告をしてもら

う。月に一度のペースで集まっているので、こ

こ一か月の出来事 を話 してもらうのである。グ

ループに参加 している人は行事の報告や告知で

もいい、あるいは、個人的に心動かされた出来

事でも何でもいい。これも地域の情報共有に役

立つ。

全員の自己紹介が終わったら、つぎに、話題

を出し合って話 し合ってい く。従来の会合のよ

うに前 もって用意された次第はない。参加者か

らみんなに投げかけてみたい話題を自由に出し

てもらう。

5-2.ま ちづくり井戸端会議の原則

「まちづ くり井戸端会議」にはいくつかの原

則がある。ひ とつは、発言の際 には誰かに向

かって発言 をするのではなく、場全体に発言 を

する、ということである。従来の会議では、誰

かに問題解決 を迫る場合、名指 しで発言する場

面 も少なくなかった。この矛先は行政職員や自

治会役員に向けられやすい。「こんな問題が起

きている」「行政は何をしているんだ」「自治会

が対処 しろ」 という言い方である。しかし、井

戸端会議では、誰に解決 して欲 しいかまでは言

わずに 「こんな問題が起 きている」 というとこ

ろで止めてもらい、場全体に投げかけてもらう

のである。そして、参加者一人ひとりが、自分

たちにできることを主体的に考え、自発的に解

決のために行動することを促す ことが井戸端会

議の役割である。

もうひとつの原則は、合意形成 を目的としな

いということである。今 までは合意形成 を目的

として会議 を催すことがほ とん どであったの

で、このことが 「まちづ くり井戸端会議」に対

する理解を妨げることも少な くない。 しか し、

あえてここでは情報交換のみで止めるのであ

る。問題解決は参加者の一斉行動で行なうので

はなく、場 を通 じて共感でつながった参加者の

自発的な行動の積み重ねによって行なわれてい

く。

5-3.ま ちづくり井戸端会議でのネッ トワーク

形成

地域分権システムを考えたとき、まちづ くり

井戸端会議からさまざまなネットワークが生 ま

れる可能性がある。ネットワーク活動は目的や

価値の共有からはじまるが、井戸端会議での話

を通 じて目的 ・価値の共有がなされ、意気投合

した仲間が活動 を担っていくという構図ができ

あがる。ネットワーク形成 を意図してわざわざ

集 まるよりも、話の中から自然 とネットワーク

ができあがっていく、そうした機会 を 「まちづ

くり井戸端会議」が提供 してくれる。またネッ

トワーク活動の経験蓄積の延長上に、地域組織

の再編への自発的な動 きが出て くればなお よ

い。そもそも、ネットワーク活動が展開できる

しくみができあがれば、あえて固定的な組織は

必要ないともいえる。これこそがネットワーク
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社会にふ さわ しい21世 紀型の社会システムと

いえよう。また、こうした自発的な動 きが地域

で生 まれるための支援 を行 うことが行政の役割

と考えられる。

6.地 域分権に対応 した行政システム

6-1.地 域力を高めるための行政支援

従来、行政から要請される活動が一定の比重

を占めていたこともあって、地域組織は受動的

になっている部分 も少な くない。今後は、地域

が自ら企画し実行する取 り組みを増やしてい く

ことも大切である。その契機 として枚方市では

「地域づ くりデザイン事業」を立ち上げた。市

民安全部市民活動課所管のこの事業は、従来の

補助金とは別枠で、各 コミュニティ協議会に総

額300万 円の助成を行 うものであるが、協議会

自らが創意工夫 を凝 らして企画を提案し、審査

を経たのち採択 されるしくみとなっている。こ

れは、地域課題 を的確に分析 し、その解決のた

めの事業を組み立ててい く、そして地域の合意

を図 りつつネットワークを形成する、そうした

地域力の養成をめざした取 り組みと位置付けら

れる。

まちづ くり井戸端会議とともに、こうした試

行 を通じて地域力を高め、ネットワーク形成を

図ってい く、その延長上に本格的な地域 自治シ

ステムを確立してい く、そんな時間をかけた取

り組みによって、地域の自発性 を尊重 したシス

テム形成 をめざすことが、ひいては持続的なシ

ステムとなってい くに違いない。

6-2.地 域ニーズデータベースの構築

また、地域担当職員制度を補完するために

は、庁内LANを 活用 した 「地域ニーズデータ

ベース」の構築 ・運用 を提案したい。図一2に

示すように、各地域から出てきた課題や要望を

地域マネジメント担当部局に所属する地域担当

職員が入力 し、すべての専門部局の職員が即座

に閲覧 ・対応することができれば、地域担当職

員が孤立することが防げるし、情報共有が容易

に可能になる。もしだれも引き受けていない課

題が残 されていれば、それを企画調整部局が察

知 し、適切な担当部署 を割 り振 ることによっ

て、いわゆる取 りこぼしも防ぐことができる。

そもそも情報化時代 ・ネットワーク社会に対応

していくのであるから、情報通信技術 を駆使す

ることが求められるはずである。こうした情報

システムを情報政策部局が構築することが必要

だと思われる。

7.ま とめ

以上、近年各地で構築が進められつつある地

域分権システムの問題点と今後のあり方につい

て考察を行った。現状では、地域分権の目的や

意義、法的位置づけ等 々が明確 にされない ま

ま、システム構築がなされていることを指摘 し

た。また、地域分権に関する住民の意識共有 も

十分になされていない状況であることも指摘で

きる。

地域分権は、行政が持っていた権限や財源 を

移譲するためのものであ り、そこにコミュニ

ティの活性化 を重ねてしまうと意味が不明確に

なる。そこで、まずは一括交付金 として地域に

財源 を移譲 し、その使途の決定権限の行使 を契

機 として地域の自治力や企画力 を向上 させるこ

とが重要であろう。

こうした地域 自治 を基盤 とした地域分権シス

テムの構築は、システムの直接導入を図るので

はなく、まちづ くり井戸端会議 を核 としたネッ

トワーク活動の展開を経験 し、地域分権の必要

性や可能性の理解の上でシステムを導入すると

'情 報政

策部局

幽 騰 会 地域マネジ 醤 調 専門編
メント担 当 整部局

部局

図 一2地 域 ニ ー ズ デ ー タベ ー ス シス テ ム の構築
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いった段階を踏むことも必要だと考える。

また、地域分権システムの導入は、行政の一

方的な押 しつけにならないよう、地域の自発性

を尊重することも大事である。行政に求められ

るのは、地域の動 きや住民意識の高揚を支援す

るためのしくみやしかけ、そして、地域ニーズ

データベース等による行政内部の情報共有 と地

域分権に対する職員意識の共有 を基盤 とした地

域 との協働システムの構築である。
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